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Ⅰ　戦前における私立大学の設置（昇格）認可行政

　１９１８（大正７）年制定・公布の「大学令」第４条規定を受けて，従来の

私立専門学校は堰を切ったように大学の設置認可申請，当時の実情に照ら

して言えば専門学校から大学への昇格認可申請に動き出した。その嚆矢は

現在の慶応義塾大学である。同大学は「…大学令が公布された翌年，大正

八年八月八日付けで大学設立の件を申請し，九年二月五日付きで認可を得

た。私立大学としては最初の認可である」１）。次いで同年の１９２０（大正９）

年３月３１日付で早稲田大学も大学への昇格を認可され，以後大正年間のみ

でも２２校が大学の設置を認可されている２）。この限りにおいては，長年にわ

たる私立学校の念願がようやくかなった。

　しかし，多くの先行研究において，大学政策・行政史の観点から，戦前

の国の私立大学設置（昇格）認可行政における「基準」や設置（昇格）後

の監督権限の行使によって，私立大学にはその初期から今日に至るまで継

続する問題が付きまとっていたと指摘されている。例えば，次のような見

方もその一つの例である。

　「…臨時教育会議から『大学令』『大学規程』に至る大学政策は，同

時に私立大学の自主的で個性的な発展に大きな困難を課すものであっ

た。その意味で私立大学の正規の誕生は，直ぐに今日にまでつながる
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    １）　慶應義塾『慶応義塾大学百年史』中巻（後），１９６４年，１４頁。

 ２）　文部省『学制百年史（記述編）』，帝国地方行政学会，１９７２年，４９２～４９３頁。
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“私立大学問題”の発生を意味していたわけである」３）。

また，「大学令」案の策定過程をとおして，臨時教育会議は私立大学の設置

認可に関しては「時勢の要求」ゆえに「已む得ない」との立場を取りつつ

も，これに対する統制・監督という厳しい姿勢で臨んだ。この点に関連し

て，次ぎのような指摘も見られる。

　「…新大学令は，…中学校につらなる大学として低度の水準で構想さ

れたものではなく，あくまでも従来の帝国大学の水準で，帝国大学を

大学制度の中核として考えられたものである。したがって，その後増

設されもしくは昇格した多くの大学は，いずれも，帝国大学の水準あ

るいはあり方を目標とし範として発展した」４）。

したがって，厳しい規制のもとでの私立大学の誕生については「…かえっ

て『私学の官学化』といわれる事態であり，私学の特色が弱められていく

過程であった」５）という評価もみられる。

　しかし，事実がそうであったとしても，私立学校側はその発展の方途を

大学制度における帝国大学と同等の高等教育機関としての地位の獲得に見

出し，そのために厳しい統制を受忍し過重な財政負担を敢えて担ってきた

と考えられる。そこに，まさしく「今日までにつながる『私立大学問題』」

の史的源流が見出される。

　そこで本稿では，戦前における私立大学の設置認可行政というも，当時

の私立専門学校の大学への昇格認可行政における対象としての私立大学の

姿を探りたい。その際，認可を申請する大学（財団法人）にとって最難関

の問題は当該財団の財政問題に直結する認可条件，すなわち認可行政「基

準」のうち「基本財産の供託」と「大学予科の設置」の２つであったこと

    ３）　仲　新監修『学校の歴史　第４巻　大学の歴史』，第一法規出版，１９７９年，８１

頁。

 ４）　海後宗臣編『臨時教育会議の研究』，東京大学出版会，１９６０年，５８６頁。

 ５）　前掲書，『学校の歴史　第４巻　大学の歴史』，８３頁。
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から，私立大学の姿と言うも，主にはその財政における負荷の側面から迫っ

てみたい。

Ⅱ　戦前における国の私立大学監督権限と 

設置（昇格）認可行政「基準」　 

１　国の私立大学に関する監督権限

　戦前，政府の指導者たちは，「…教育制度は国家の近代化過程全般に寄与

する重要な要素であるとみなし，それゆえに教育を政府の厳しい監督下に

置いてきた」１）。そのため，大正期の政府は，結論の一部を先取りして言え

ば，私立大学に対し直接関与し，統制できる監督権限を設定し，文部省を

してこれを行使する監督機関として位置づけた。１９１８（大正７）年の「大

学令」に規定された私立大学に対する全般的な監督権限は次の３項目であ

る。

　（１）大学令第８条

　　　 「…及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲウクヘシ　学部ノ

設置廃止亦同シ前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」。

　（２）大学令第１９条

　　　 「…私立ノ大学ハ文部大臣ノ監督ニ属ス」。

　（３）大学令第２０条

　　　 「文部大臣ハ…及私立ノ大学ニ対シ報告ヲ徴シ検閲ヲ行ヒ其ノ他監

督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」。

これらの規定，殊に「大学令」第２０条規定に明らかなように，確かに文部

省の行政権限は私立大学に対していかなる措置を取ることも可能とするも

のであった。

　ちなみに今日では，私立学校法第４条に定める私立大学の「所轄庁」，す

なわち文部科学大臣が法定の諸権限を行使する場合にも，私学の「自主性」

    １）　T. J テンペル著・橋本鉱市訳『日本の高等教育政策　決定のメカニズム』，玉川

大学出版部，２００４年，４５頁。
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尊重の観点から，当該大学への直接的な関与を避けた緩衝装置が設定され

ている。すなわち，文部科学大臣が学校教育法第４条規定や同法第１５条規

定に基づいて不適切な，あるいは法令の規定に違反している設備・授業等

の変更命令等の権限を行使する場合，同大臣は，学校教育法第６０条の二の

規定によって「大学設置・学校法人審議会令」（１９８７年，政令第３０２号）に

基づく同審議会にこれを諮問しなければならない。

　しかも，今日の私立大学と国との，また当時の私立大学と国とのかかわ

りにおける決定的な相違の一つは大学の目的である。法令を引用するまで

もないと思うが，現行の学校教育法第５２条によれば，大学は「学術の中心

として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究」するこ

とに求められている。これに対して，戦前の「大学令」第１条は，帝国大

学を中心として「国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授」，「人格ノ陶冶

国家思想ノ涵養ニ留意」することなどにあった。このことからも，勅令に

基づく正規の私立大学が国との位置関係において，「専門学校令」のもとに

「大学」という名称を付した私立「大学」として保持してきた自由・自主の

精神が大きく規制されたことは想像に難くない。

　この国の大学教育に関する目的達成のために，大学の設置（昇格）認可

行政における「基準」は，以下本論において明らかにするように，極めて

厳しいものであったにもかかわらず，私立専門学校は正規の「大学」とし

ての認可を切望した。

２　戦前の大学設置（昇格）認可行政「基準」の骨子

　戦前，文部省による最初の私立大学設置（昇格）認可行政は，主として

「大学令」（１９１８年１２月６日付勅令第３８８号），「大学規程」（１９１９年３月２９日

付文部省令第１１号）と「文部省令第十五號」（１９１９年４月２１日）に規定され

た「基準」にそって実施された。そこで，先ずこれらの勅令・省令におけ

る大学設置（昇格）認可の「基準」のうち，主要と思われる６項目の「基

準」に関する規定内容を整理しておきたい。
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　（１）「基準」：大学の学部構成に関する規定

　　１）大学令第２条

　　　　 「大学ニハ数個ノ学部ヲ置クヲ常例トス。但シ特別ノ必要アル場

合ニ於テハ単ニ一個ノ学部ヲ置クモノヲ以テ一大学ト為スコト

ヲ得

　　　　　学部ハ法学，医学，工学，文学，理学，農学，経済学及商学ノ

各学部トス」。

　（２）「基準」：基本財産の供託に関する規定

　　１）大学令第７条

　　　　 「…財団法人ハ大学ニ必要ナル設備又ハ之ニ要スル資金及少クト

モ大学ヲ維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル基本財産ヲ有スルコ

トヲ要ス」。

　　　　 「基本財産中前項ニ該当スルモノハ現金又ハ国債証券其ノ他文部

大臣ノ定ムル有価証券トシ之ヲ供託スヘシ」。

　　２）「文部省令第十五號」（１９１９年４月２１日）

　　　　 「私立ノ大學及高等學校ノ基本財産供託ニ關スル件左ノ通定ム」

第１条

　　　　 「財團法人ハ私立ノ大學…設立認可ノ指令ヲ受ケタル日ヨリ三週

間以内ニ大學令第七条第二項又ハ高等學校令第五条第二項ノ規

程ニ依リ供託ヲ爲シタル旨ヲ文部大臣ニ届出ツヘシ」。

　（３）「基準」：大学予科の設置に関する規定

　　１）大学令第１２条

　　　　 「大学ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テ予科ヲ置クコトヲ得。

　　　　　大学予科ニ於テハ高等学校高等科ノ程度ニ依リ高等普通教育ヲ

為スヘシ」。

　　２）大学令第１３条

　　　　 「大学予科ノ修業年限ハ三年又ハ二年トス」。
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　　３）大学令第１４条

　　　　 「大学予科ノ設備，編制，教員及教科書ニ付テハ高等学校高等科

ニ関スル規定ヲ準用ス」。

　　４）大学令第１５条

　　　　 「大学予科ノ生徒定数ハ毎年ノ予科修了者ノ員数カ其ノ年当該大

学ニ収容シ得ル員数ヲ超過セサル程度ニ於テ之ヲ定ムヘシ」。

　　５）大学令第１６条

　　　　 「…及大学予科ノ学則ハ法令ノ範囲内ニ於テ当該大学之ヲ定メ文

部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」。

　（４）「基準」：専任教員の配置に関する規定

　　１）大学令第１７条

　　　　 「…及私立ノ大学ニハ相当員数ノ専任教員ヲ置クヘシ」。

　　２）大学令第１８条

　　　　 「私立大学ノ教員ノ採用ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ…」。

　（５）「基準」：大学院の設置に関する規定

　　１）大学令第３条

　　　　 「学部ニハ研究科ヲ置クヘシ」。

　（６）「基準」：施設・設備に関する規定

　　１）「大学規程」第３条

　　　　 「大学ハ其ノ目的ニ応シ教授上及研究上必要ナル設備ヲナスヘシ」。

　以上の他，認可行政の「基準」は学部の学生定員や入学資格など多岐に

わたっている。しかし，大学の設置（昇格）認可を申請する財団法人に

とってその達成が最も困難な「基準」は，繰り返し言えば，上記の６つの

「基準」のうち，その条件整備のための財源確保問題に直結する「基本財産

の供託」と「大学予科の設置」の２つであった。

　そこで，次章Ⅲにおいては「基本財産の供託」を，次いで第Ⅳ章では

「大学予科の設置」を取り上げる。
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Ⅲ　戦前私立大学の設置（昇格）認可行政における 

「基本財産の供託」　　　　　　　　　　　

１　設置（昇格）認可行政の主要「基準」：「基本財産の供託」に関する

主要規定

　認可行政の第一条件とも言える「基準」は無論「基本財産の供託」であ

る。本小論の前章第２節「戦前の大学設置（昇格）認可行政基準の骨子 

（２）」において大学の「基本財産の供託」に関する諸規定を示した。その

「大学令」第７条第１項と「高等学校令」第５条第１項は，共通した内容の

規定である。すなわちそれらは，大学又は高等学校に対して「必要ナル設

備又ハ之ニ要スル資金」の保有を義務づけ，さらに「大学令」第７条第２

項と「高等学校令」第５条第２項は，ともに，大学又は高等学校に対して

各々を「維持スルニ足ルヘキ収入ヲ生スル基本財産」の保有とその「供託」

を義務づけている。

　その上で，「文部省令第十五號」（１９１９年４月２１日付「私立ノ大學及高等

學校ノ基本財産供託ニ關スル件左ノ通定ム」）第１条によれば，財団法人は，

その設置認可を申請する学校が大学であれ高等学校であれ，「大学令」第７

条第２項または「高等学校令」第５条第２項の規定にしたがって，基本財

産の供託を行わなければならない。この供託すべき基本財産の金額が，「高

等学校令」第５条第１項において「但シ其ノ基本財産ノ額ハ五十万円ヲ下

ルコトヲ得ス」（下線は筆者）と定められている。

　そうして，大学の場合，「この供託金は単科大学で五〇万円，それに一学

部を加えるごとに一〇万円を加える定めであった」１）。また，実際に供託す

る手段としては，現金，国債証券や文部大臣の定めた有価証券などである。

その有価証券については，さらに「文部省令第十五號」の第４条によって

次の７種類が定められている。「地方債證券」，「勸業債券」，「貯蓄債権」，

    １）　文部省『学制百年史（記述編）』，帝国地方行政学会，１９７２年，４９２頁。
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「農工債券」，「北海道拓殖銀行發行債券」，「東洋拓殖債券」と「文部大臣ニ

於テ特ニ認メタル債券」。また，同省令第５条規定により，その金額の積算

は，有価証券についてはその券面の額により，株券の場合にはその時価の

十分の八を基礎とすることが定められている。しかも，その供託は「文部

省令第十五號」の第１条規定によって「…設立認可ノ指令ヲ受ケタル日ヨ

リ三週間以内ニ…供託ヲ爲シタル旨ヲ文部大臣ニ届出」（下線は筆者）なけ

ればならなかった。

２　「基本財産の供託」事例

　上述の「基本財産の供託」が当該財団法人にとっていかに困難な問題で

あったか。この点について，１９２０（大正９）年に昇格認可を得た８校の私

立大学，すなわち慶応大学，早稲田大学，明治大学，法政大学，中央大学，

日本大学，国学院大学と同志社大学のうち，相対的に史料が多く得られた

早稲田大学をはじめ二，三の大学を事例として検証したい。

（１）　早稲田大学の場合

　５学部構成の早稲田大学の供託金は，基礎単位である１学部をもって構

成される単科大学としての供託金５０万円に加えて， １学部１０万円，した

がって４学部分４０万円の合計９０万円を用意しなければならなかった。さら

に，同大学の場合，大学予科（「早稲田大学高等学院」）の新設費として６０

万円を予算計上しており，総計１５０万円の資金準備が必要であった。この問

題が同大学財団法人にとっていかに困難なものであったか。この難問題の

解決に向けた早稲田大学の対応の経緯に関して，同大学の編纂になる『早

稲田大学百年史』にそって概括的に辿ってみよう。

　先ず「大学令」公布の１９１８（大正７）年１２月に先立つ２ヶ月前の同

年１０月，「難局打開」の一助として，大学経常費の資金補充のため「早

稲田大学賛助会」が発足し，また翌年の１月より学費が年額で五円増

額された。

　次いで「大学令」が公布された翌年の１９１９（大正８）年１月発行の
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『早稲田学報（第二八七号）』の巻頭文において，学長平沼は「…多額

の資金および予科の問題という二つの難関に遭遇している」と訴えて

いる。また，同年４月１４日の始業式訓辞において，平沼学長は「…本

年中に学苑が大学令による大学となるに相違ないと信ずる旨」を述べ，

「大学令実施準備委員会」の設置を報告した２）。

さらに上記の同大学『百年史』は，設置認可を得た１９２０年３月末からほぼ

２ヶ月後の１９２０（大正９）年５月発行の『早稲田学報』（第三〇三号）に掲

載された「大学基金募集の経過」という一文が，「これ自体すこぶる記念的

な文章と思われるので，以下全文を引用しよう」と述べて，これを紹介し

ている３）。それによれば，基金募集の経緯は大要下記のようである。

　調達すべき基金は，政府への供託金９０万円，大学予科設置のための

校舎新築・設備費６０万円の合計１５０万円。

　１９１９（大正８）年１月以後，法人理事を中心に基金募集活動を推進

し，同年９月には大学設置認可申請書を文部省に提出し，基金は同年

末までに８０余万円に達した。さらに１９２０（大正９）年５月までの間，

法人理事は京浜・阪神・九州地域の有力者を勧説し，約１００万円を超え

る基金が集まった。

しかし，未だ当初予定の額には約５０万円不足している。この不足分の取り

扱い点について，再度，同引用文から一部を抜粋すれば次のように述べら

れている。

　「…政府の新予算が成立すると共に文部省が最近認可せられたる各私

立大学の供託金に対し，二十五万円づつを補助するは殆ど既定の事実

と見倣すべければ，本大学が供託金として要する資金は額面百円に対

する時価八十円内外の四分利公債を以てすれば，約五十万円にて足る

べく，これに高等学院（大学予科）の新築設備費六十万円を加算する

    ２）　早稲田大学史編集所『早稲田大学百年史』第三巻，早稲田大学出版部，１９８７年，

１０頁。

 ３）　同前書，４２～４３頁。
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も百十万円を出でざれば，此度の大学令実施に伴ひ目先を必要欠く可

からざる資金だけは今日までの寄附申込額にて略ぼ調達し得たるもの

なり」。つまり，目標額の１５０万円は文部省の補助金と，供託する有価

証券は券面上の額で積算することからその時価による購入価額との差

し引き分を合わせて，実質的に必要な資金は当面１１０万円を用意すれば

対応できることになった。「…しかも分割払いなので第一回供託金は十

五万円で済むことになった」（下線は筆者）４）。

なお，上記下線部の「分割払い」については，考察の便宜上，本小論の第

Ⅴ章第１節において言及する。

（２）　日本大学の場合

　次に，日本大学の場合を『日本大学九十年史』にたどってみよう。

日本大学は，同大学の一理事が「…近き将来政府が時論にかんがみ，必ず

大学令の公布をなすであろうことを予期し，…」５），その事前準備として予

科の年限を二カ年に延長する一方，１９１８（大正７）年４月，開校３０周年を

契機として資金募集を開始した。しかし，昇格申請に必要な条件の準備は

容易ではなかった６）。その状況は次のように記述されている。

　「新大学令が大正七年十二月に公布されると，慶応，早稲田の両大学

は，供託金を納附すれば設備内容などはほとんど問題がないといわれ，

翌年の三月には早くも昇格確定が噂されていた。その他明治，法政，

中央，国学院，同志社なども八年の九月頃には，事務手続を完了すれ

ば昇格可能の段階に達していた。ひとりわが大学が九月の二学期に入

るも，昇格未定だといわれた」７）。

　さらに，１９１９（大正８）年の歳末には「昇格困難なりと流言されて

まさに存亡の岐路に立たされた」８）。

　「何はともあれ昇格に関する緊要事は，附帯条件の供託金（単科大学

    ４）　同前書４３頁。

 ５）　日本大学『日本大学九十年史上巻』，大文堂印刷株式会社，１９８２年，４４３頁。

 ６）　同前書，４３５頁。

 ７）　同前書，４５０頁。

 ８）　同前書，同頁。
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五〇万円，年額一〇万円ずつ五か年間の年賦供託）の問題であるが，

昇格書類提出前に第一回分の額面一〇万円を公債か，あるいは文部省

の認める有価証券を日本銀行に供託用として，保護預りをしなければ

ならない」。

　「この件についてわが大学の鈴木喜三郎理事（当時法務次官）が山岡

理事の苦衷を理解して，額面一〇五，〇〇〇円の有価証券を一時立て替

えたという。これを日本銀行に預け，受領書を得て，昇格申請書類に

添え，大正九年三月六日付をもって，大学設立の件を…文部大臣中橋

徳五郎あてに提出した」９）。

　ようやく，日本大学は１９２０（大正９）年４月１５日付をもって設立の

認可を得た。

　その後，多数の交友の寄附金も総額で約５５万円に達し，供託金や校

舎建築費等の経費も完済できた。

その際，供託金の調達については，次のように述べられている。

　「当時日本橋区呉服橋にあった日仏銀行にて仏貨公債（その頃五〇〇

法券は邦貨換算一九五円であったが，市場値段はわずかに八二円で買

えた）額面一〇万五，〇〇〇円を邦貨五万円にて買求め，…以来毎年こ

の安価で有利な仏貨公債の五〇〇法券を以て供託金に充当した。当時

昇格した八大学のほとんどはこれを利用したのである」１０）。

この資金調達方法は，主には１９１９（大正８）年に昇格した大学を指してい

るが，２年後の１９２２（大正１１）年に昇格した関西大学もこれを利用している。

殊に同大学は供託金の調達に難渋し，予科校舎の焼失による新校舎建設費

の臨時支出などのために，１９２２（大正１１）年度に第一回分の１０万円を供託

した後１９３６（昭和１１）年度にようやく完納したが，フランス公債による供

託によって相当額の支出を節約できたという１１）。

    ９）　同前書，４５４頁。

１０）　同前書，４５７頁。

１１）　関西大学百年史編纂委員会『関西大学百年史　上巻』，学校法人関西大学，

１９８６年，６１７頁。
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　とは言え，ある意味で当然ともいえるが，フランス公債を利用していな

い事例もある。関西大学と同じく１９２２（大正１１）年度に昇格を実現した立

教大学の場合，その申請者である「日本聖公会教学財団」が供託金６０万円

の６か年分割供託を願い出た１９２１（大正１０）年１２月２８日付「基本財産分割

供託認可申請書」において，株式会社十五銀行預かり証明付き資金６０万円

の内訳として，「十五銀行預金　金四拾五万円」・「財団所有ノ財産中ヨリ　

金壱千百円」の現金とともに，次の５種類の債券が記載されいる１２）。

　　一　帝国鉄道公債　　金五万参千円

　　一　大阪市電鉄公債　金五万円

　　一　大阪築港公債　　金参万弐千五百円

　　一　神戸市水道公債　金七千四百円

　　一　京都市公債　　　金五千円

ここには，フランス公債はみられない。

（３）　国学院大学の場合

　日本大学と全く同じ時に設立認可を得た国学院大学は１９０３（明治３６）年

制定の「専門学校令」のもとで１９０６年に「大学」の呼称を得ていた。１９２０

（大正８）年６月，大学昇格の声が高まるなかで，在京の校友会組織（在京

院友會）が緊急総会を開催し，次のような決議を建議書として大学当局に

提出した。

　「專門學校令ニ據レル母校ノ現世ヲ改メテ，大學令ニ據ル大學ヲ本體

トセル大學ヲ設置スルハ，目下ノ急務ナリト信ズルヲ以テ，皇典講究

所ハ速ニ之ガ實現ヲ期セラレンコトヲ望ム」１３）。

同大学の『國學院大學八十五年史』によれば，この建議は表面に現れた昇

格運動の最初であり，同大学関係者の熱望を代表するものであった。

   １２）　立教学院百二十五年史編纂委員会『立教学院百二十五年史　資料編第１巻』，立

教学院，１９９６年，２７８頁。

１３）　國學院大學八十五年史編纂委員会『國學院大學八十五年史』，國學院大學，１９７０

年，４４０頁。
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　「併しその實現に當っては，先ず單科大學設立の必須条件たる文部省

供託金五十萬圓の捻出を始め，専任教員の囑託，和漢洋圖書の設備，

その他を急速に整へる必要があり，當初より幾多の困難を伴った」。

他の大学と同様，国学院大学の場合も，供託の資金調達が最も困難な問題

であった。

　「併し基本金の募集，殊に文部省に供託すべき五拾萬圓の集纏は容易

でなく，その苦心は想像に餘るものがあった」１４）。

このことを裏付けるかのごとく，上記の同大学『八十五年史』には同大学

理事による資金調達のための「募金行脚
� �

」（傍点は筆者）といった言葉さえ

見られる。

　最終的には，同大学は皇室御下賜金のうち５年分の金額５万円を一時に

賜り，また文部省の補助金１２万５千円を得ることもでき，その後多数の篤

志家の援助によってようやく供託金の準備ができ，１９２０（大正９）年４月

１５日に認可を得たという１５）。

Ⅳ　戦前私立大学の設置（昇格）認可行政における 

「大学予科の設置」　　　　　　　　　　　

　私立専門学校が正規の大学としての昇格認可を獲得するために超えなけ

ればならないもう一つの高いハードルは「大学予科の設置」であった。

　本章では，先ずこの「大学予科の設置」に関する主要規定を整理し，次

いで「基本財産の供託」の場合と同様に一，二の事例を取り上げたい。

１　設置（昇格）認可行政の主要「基準」：「大学予科の設置」に関する

主要規定

　大学予科の設置については，本小論の第Ⅱ章第２節「戦前の認可行政

   １４）　同前書，４４１頁。

１５）　同前書，４４２頁。
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「基準」の骨子 （３）」に記述しているが，「大学令」全２１条のうち５つもの

数の条項を当てている。このことからも推測できるが，当時の文部省は，

私立大学の質的水準を可能な限り帝国大学のそれに近づけようとする意図

のもとに大学予科の整備に厳しい「基準」を設定したと言える。

　「…私立大学の設置認可のさいの基準設定については，予科に関する

諸要件の充足いかんが，きわめて重要な条件とされたのであるが，そ

れは最高学府としての大学の質と水準の維持・達成にあたって，学生

の質の確保が極度に重視されたことを示している」１）。

　その結果，私立大学にとっては必須条件としての「大学予科」設置のた

めの施設・設備，専任教員の配備等も大きな財政負担となった。

　もっとも「専門学校令」のもとで「大学」名称を持つ多くの私立専門学

校は，それまでに１年半程度の「予科」を設けてはいた。「大学名称を獲得

した私立専門学校は当然予科をもち，大学部をおいていたが，その予科は

多くの場合，自校の大学部入学者のための組織的な予備教育の課程である

と同時に，官立諸学校受験者のための予備校を兼ね，教育の重点は，もっ

ぱら後者におかれる場合が大部分であった」２）。したがって，その予科にお

ける教育条件は決して良好と言えるものではなかった。

　さて「大学予科」は「大学令」第１３条規定によって３年または２年の課

程とされていたが，同令第１４条には「大学予科ノ設備，編制，教員及教科

書ニ付テハ高等学校高等科ニ関スル規定」を準用することが規定されてい

る。この高等学校高等科に関する規定は１９１９（大正８）年３月２９日に公

布・施行された文部省令第８号「高等学校規程」である。高等学校に関す

る本則としての勅令「高等学校令」によれば，その学校組織は４年課程の

「尋常科」と３年課程の「高等科」とに大別されているが，ここに言う「大

学予科」と「高等学校」という２つの教育機関は制度上は異なる。すなわ

    １）　天野郁夫『高等教育の日本的構造』，玉川大学出版部，１９８９年，第２刷，８３頁。

 ２）　天野郁夫『近代日本高等教育研究』，玉川大学出版部，１９９０年，第２刷，２２５頁。
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ち，前者は「大学令」によって，後者は「高等学校令」によって規定され

ている。この相違について，旧文部省が編纂し１９３８年に発行した『明治以

降 教育制度発達史』は次のように説明している。

　「大學豫科は大學に縱屬し大學に入るらんとする者に豫備教育を施す

ものであり，大學の存在を前提として初めて存立し得るものである。

大學を離れては大學豫科なるものは有り得ない。高等學校は之に反し

て大學に關係なく獨立して最高等普通教育を行ふことを目的とするも

のなるが故に，假りに大學がなくとも高等學校は其存在の意義を有す

るのである」３）。

このように，教育の目的・理念等において異なる「大学予科」の整備が，

なぜ「高等学校高等科」に関する規定の準用によって行われることになっ

たのか。その理由はおおよそ次の２点と推測される。

　その一つは従前の高等学校には「大学予科」が設置されており，このこ

とがいわば与件となった推測されることである。すなわち１９１８年の「高等

学校令」以前の高等学校制度においては中學校に相当する尋常科と大學予

科の機能をも備えた高等科の二部構成であった。ちなみに上述の文部省令

第８号「高等学校規程」の附則には「本令施行ノ際現ニ高等學校大學豫科

ニ在學スル生徒ニシテ大正八年八月三十一日マデニ卒業セサルヘキモノハ

之ヲ高等學校高等科ノ相當學年ニ編入ス」と定められている。

　もう一つの理由は法規としての勅令・省令等の整備の状況にかかわって

いると推定される。「大学令」・「高等学校令」ともに，１９１８（大正７）年１２

月６日に公布され，翌年の１９１９（大正８）年４月１日をもって施行された。

この公布日と施行日との間の１９１９（大正８）年３月２９日に「高等学校令」

の施行規則としての上記「高等学校規程」が公布・施行されていた。既に

述べたように，その制度の目的・理念等は「大学予科」とは根本的に異な

る。しかし，１９１８（大正８）年の「高等学校令」は，その第７条において

    ３）　文部省『明治以降　教育制度発達史　第五巻』，龍吟社，１９９７年再刊，２３７頁。
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「高等學校ノ修業年限ハ七年トシ高等科三年尋常科四年トス」と定め，さら

に「大学予科」の教育水準は「大学令」第１２条によって「高等学校高等科

ノ程度ニ依リ高等普通教育ヲ為スヘシ」と定めている。したがって，上述

の「与件」という過去の経緯をも踏まえて，「大学予科」の施設・設備や教

員配備等に関する諸条件の整備については，「大学令」の施行に先だって制

定・公布された上記の「高等学校規程」を準用したと推測できる。

　さて，「高等学校規程」は，１９１９（大正８）年３月２９日付「文部省令第八

號」として公布され，同年の４月１日をもって施行された。この「規程」

は「第一章 学科課程及教科書」，「第二章 學年，授業日數及式日」，「第三

章 編制」，「第四章 設備」などから「第八章 雑則」に至るまでの全８章

構成である。これら８章のうち「第一章 学科課程及教科書」のみ「尋常

科」と「高等科」との２節構成となっているが，その他は全て「尋常科」・

「高等科」の両方に適用されている。そこで，ここでは本小論の目的に照

らして，整備すべき義務として規定された諸条件のうち財政の面から大き

な負担を伴うと思われる事項のいくつかについて，その規定条項の順に記

述しておきたい。

　先ず同「規程」の「第三章 編制」の第２９条は「公立又は私立ノ高等學校

ノ教員數竝專任教員及□兼任教員ノ割合ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム

ヘシ」と定めている。

　そして同じく第３０条は「…私立ノ高等學校高等科ニ於テ劒道又ハ柔道ノ

教授ヲ擔当スル教員ハ前條ノ定數外トス」という規定である。

　次に同「規程」の「第四章 設備」においては下記の５つの条項が設定

されている。

　（１）第３１条：

　　　 「高等學校ニ於テハ校地，校舎，體操場及校具ヲ備フヘシ」。

　（２）第３２条：

　　　 「校地ハ學校ノ規模ニ適應セル面積ヲ有シ且道徳上衛生上害ナキ所

タルヘシ」。
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　（３）第３３条：

　　　 「校舎ニハ教室，事務室其ノ他必要ナル實驗室，圖書室，器械室，

標本室等ヲ備フヘシ」。

　　　　校舎ハ教授上，管理上衛生上適當ニシテ堅牢ナルコトヲ要ス」。

　（４）第３４条：

　　　 「校具は教授上必要ナル圖書，機械，器具，標本，模型等トス」。

　（５）第３５条：

　　　 「高等學校ニ於テハ規定アル場合ヲ除ク外左ノ表簿を備フヘシ。

　　　　五 資産原簿，出納簿，經費ノ豫算決算ニ關スル帳簿及圖書，機械，

器具，標本，模型ノ目録…以下省略…」。

　上記の各規定の内容について特に補足説明をする必要はないと思うが，

第３５条規定の「表簿」の備えを除いては，いずれの規定もこれらを十全に

整備しようとすればするほど，臨時的・資本的経費として，あるいは人件

費といった経常的経費として莫大な資金が必要となることは十分に理解で

きる。

　以上のような「基準」としての条件の整備に向けて，大学の設置（昇格）

認可を申請した個別大学の事情はどのようであったか。この財政負担の重

さを推し量るための事例としてはいくつものそれを取り上げるまでもなく，

早稲田大学の「大学予科」整備のための資金計画６０万円という規模に十分

に示されている。

２　「大学予科の設置」事例

（１）　早稲田大学の場合

　早稲田大学の場合，各学部及び予科の修学年限は３年である。その予科

については，既に１９０３（明治３６）年の「専門学校令」のもとで１年半の課

程を設置し，１９１７（大正６）年にはこれを２年に延長していた。したがっ

て上述の「高等学校令」・「高等学校規程」の準用による大学予科（「高等学

院」）の設置は「…他の私立大学よりも遙かに容易であった」し，「学苑の
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高等学院は三年制私立大学予科としては慶應義塾とともに我が国で初めて

認可されたのであった」４）。しかし，「専門学校令」のもとにあった当時の大

学予科の実態については，先にも言及したが，次のような描写がみられる。

　「…大学によっては，専任教員が殆どいなかったり，または夜間授業

が多かったり，更には官立校へ進む希望者の予備校も兼ねる予科で

あったらしい。それを三年制に延長し，専任を置き，昼間授業とし，

施設・設備を高等学校なみにするとなると，抜本的な改革を意味する

ものであった」５）。

そのために，同大学は予科の設置・整備のために資金６０万円を計上した。

この６０万円を資金とする早稲田大学の予科（「高等学院」）の条件整備はど

のようであったか。文部大臣中橋徳五郎が，早稲田大学の設置（昇格）認

可について天皇の勅裁を仰ぐために１９２０（大正９）年１月２３日付で提出し

た文書「参考書」に記載されている諸条件の中からいくつかを取り上げる。

　先ず，予科の規模としては学生定員１学年６００名（学生総数１,８００名）で

ある。これを収容する施設・設備面についてみると，教室延面積は約６,０００

平方メートル（１,８１０坪〔内大正九年三月落成分９０３坪，未整備分９０７坪〕），

教室数５５室，蔵書冊数１８６,５４０冊や機械標本類１１,６５１点などとなっている。

これらのうち，最大の経費を必要とする校地の取得費や校舎等の建築費の

価額については残念ながら関係史料を入手できなかった。

　次に予科の教員数についてみれば，上述の文書において「高等学院」（大

学予科）の専任教員は１８名となっている６）。また，開校直前の１９２０（大正

９）年３月１８日付の資料によれば開校初年度の教員として専任教員・新任

予定者を含めて３５人の氏名が挙がっている。しかも，そのうち新任教員１２

名については年俸額も記されており講師で８００円，教授にして高額のそれ

    ４）　早稲田大学大学史編集所『早稲田大学百年史　第三巻』，早稲田大学，１９８７年，

５９頁。

 ５）　同前書，同頁。

 ６）　同前書，４～６頁。
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は２,６００円などとなっており，新任教員１２名のみでもその年俸総額は１９,２００

円である７）。早稲田大学予科のこの時の学費は年額７０円である８）。

　なお，大学予科の修学年限を３年とするか２年とするかは，各大学の事

情等による裁量に委ねられている。ちなみに，１９３２（昭和７）年，戦前で

は最後に昇格認可を得た関西学院大学の場合，予科は２年課程であった。

その事情については次のように述べられている９）。

　「大学予科を二年制としたのは，一年でも早く大学学部を開設しよう

としたことと，　三年制にすると中学校四年からの入学を認めることに

なるため，学院中学部の教育体制を乱すおそれがあることを考慮した

ためであった」。

　以上の２つの条件を含め，すべての「基準」を達成し昇格認可を得た各

大学は，その後の大学経営上の運営資金の確保に苦しんでいる。その状況

の厳しさのためと推測されるが，供託金の「分割払い」や基本財産への国

庫補助などの問題が発生している。これらについて，次章Ⅴにおいて論及

したい。

Ⅴ　戦前私立大学の設置（昇格）認可申請に伴う 

財政負担と国庫補助問題　　　　　　　

１　私立大学の過重な財政負担

　「基本財産の供託」と「大学予科の設置」にかかわる事例校の資金調達等

の概要から明らかなように，当時の私立大学にとって，上述の２つの「基

準」の達成は，原資の確保にはじまり施設・設備の新築・整備や専任教員

配備等々に要する臨時的・経常的諸経費に充てるための資金調達に難渋し，

過酷とさえ言いうるほどの過重な財政負担であった。しかも，「…それは授

    ７）　同前書，６２～６３頁。

 ８）　同前書，６０頁。

 ９）　関西学院大学百年史編纂事業委員会『関西学院大学百年史 通史編Ⅰ』，東洋紙

業株式会社，１９８４年，４７４頁。
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業料収入を事実上唯一の財源とし，校地・校舎等の不動産をのぞけば，利

子収入をうむ基本財産をほとんどもたぬままに発展してきた私学にとって，

『私立大学撲滅策』とみなされたほど，充足困難な条件であった」（下線は

筆者）１）。政府は，なぜこのような批判を生み出した政策を打ち出したのか。

この点について，当時の行政当局，文部省は「…供託金制度は結局におい

て『大学の乱立を防禦し，既存の大学を保護助長するの施策である』と説

明され，私立大学当局者も一応これを納得した」２）。なお，「私立大学撲滅

策」という表現がなされたことについては，その歴史的背景として「私学

撲滅論争」がある。本論の目的から多少離れるが，私立学校観の歴史的性

格の一端を知る材料として簡単に紹介しておきたい。

　１８９１（明治２４）年，当時の文部省は「高等中学校への入学資格を尋常中

学校卒業生に限って認めるとの方針を打ち出し，これを受ける第一高等中

学校が，公立尋常中学校卒業生のみに無試験入学の特典を与える措置を

とったため東京周辺の私立尋常中学校や予備校は大打撃を受けることに

なった。そして猛烈な反対運動を展開したが，世間では文部省を私学の撲

滅をはかるものと批評した」（下線は筆者）３）。この「論争」が生じた理由

としては二つの要因が考えられるが，その一つは尋常中学校と高等中学校

との接続問題，今一つは当時の文部省の私学観である４）。ここでは，紙数を

考慮して，後者の事柄のみを挙げておきたい。「私立尋常中学校を『可ナル

モノ』と認めなかったのは，いうまでもなく当時の文部省当局者が，私学

は官公立学校にくらべて内容的に劣っており，せいぜい後者の代用をなす

にすぎぬとする，官尊民卑的な私学観を固持していたからである」５）。

    １）　天野郁夫『高等教育の日本的構造』，玉川大学出版部，１９８９年（第２刷），８１～

８２頁。

 ２）　日本大学『日本大学九十年史』，大文堂印刷株式会社，１９８２年，４３４頁。

 ３）　久木幸男・鈴木英一・今野喜清『日本教育論争史録』第一巻，近代編（上），第

一法規出版，１９８０年，１７０頁。

 ４）　同前書，１７１頁。

 ５）　同前書，１７３頁。
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　ひるがえって「私立大学撲滅策」に立ち返ってみるに，早稲田大学『百

年史』も次のように述べている。

　「そこで私立大学側ではこれに関する緩和策を講ずるように運動し，

政府も『不完全ナル大学ノ容易ニ設立セラルル』危険性に鑑みて，許

可した各私立大学に二十五万円の補助金を十年割賦で補助することに

した。また供託金も五年または六年の分割払いを認めることにした」

（下線は筆者）６）。

　上記引用文中，下線を付した２か所のうち後者の「分割払い」について

は，先にも言及したが，財団法人の一時的なしかも大規模の資金調達とい

う負担を軽減し，「基準」の実質的な切り下げを防ぐための便宜的な措置と

思われる。早稲田大学の場合，認可申請時の提出書類の一環として文部省

に提出された先述の「参考書」において「基本財産供託ノ方法」として次

のように記載されている。

　 「基本財産金九十万円左記ノ通之ヲ六箇年ニ分割供託セシム
　　初年度 一五〇，〇〇〇円，　二年度 一五〇，〇〇〇円，
　　三年度 一五〇，〇〇〇円，　四年度 一五〇，〇〇〇円，
　　六年度 一五〇，〇〇〇円　　　　　　　　　　　　」７）。

この供託金の分割払いについては，早稲田大学に限らず，分割認可申請が

あった大学はすべてこれを認められており，この点に関する当時の文部省

の対応には何らの問題もない。

　他方，前記引用文中の下線を付した前者の「補助金」については，私立

大学政策史の観点からとらえれば，「…わが国の高等教育史上初の私学補

助」８）という点において大きな意味を持つものであった。しかし，そこに

は，次節２において述べるが，補助金政策史上大きな問題が横たわってい

たと思われる。

    ６）　早稲田大学史編集所『早稲田大学百年史　第三巻』，１９８７年，４２頁。

 ７）　同前書，６～７頁。

 ８）　天野郁夫，前掲書，『高等教育の日本的構造』，８４頁。
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　早稲田大学の場合「文部省の私立大学補助金の第一回分二万五千円は大

正十年十二月二十八日に交付を受けた」９）と記録されており，それは同大

学が昇格認可を得た翌年である。しかし，奇妙なことに補助金の給付は一

部の大学へのそれのみであったらしく，今日しばしば用いられる言葉で表

現すれば，いわゆる「つまみ」の類の補助であったと思われる。国はなぜ

このような財政措置を取ったのか。

　この問題に踏み込む前に，供託金の「分割払い」・「補助」という措置が

執られた理由を探る上でも，先ず財団法人による供託金の負担の大きさな

どについて検討し，次いで次節２において，供託金補助問題を取り上げる。

　そこで，大学の設置（昇格）を認可された財団法人にとって，当時「私

立大学撲滅策」とまで評された供託金５０万円の財政負担がどのようであっ

たか。この負担度を推量する手だては簡単には見い出せそうもない。そこ

で，決して合理的とは言い難いく，むしろ相当に曖昧という誹りを免れな

いが，次のような推論はどうであろうか。

（１）　単年度消費収支予算の規模と供託金額

　私立大学は，全般的にみて，昔も今も「…授業料収入を事実上唯一の財

源とし，…利子収入をうむ基本財産をほとんどもたぬまま発展してきた…」

という実情にある。そこで早稲田大学の場合を事例として，今日の「学校

法人会計」における単年度消費収支計算書にある収入科目，例えば「資産

運用収入」，「資産売却収入」や「補助金」などの額は考慮せず，単純に単

年度の消費収支予算の規模を目安として称量してみよう。

　早稲田大学の場合，上記の「参考書」によれば，下記のような収支予算

が記載されている（下線は筆者）１０）。

　 「大正九年度収支予算
　　　総収入　二七〇，五〇〇円　 内訳　高等学院　　六〇，〇〇〇円
　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　各学部　　二〇四，五〇〇円

    ９）　同前書，４３頁。

１０）　同前書，７頁。
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　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　基本利息　　　六，〇〇〇円
　　　総支出　二六六，七六二円　 内訳　高等学院　　六三，三六二円
　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　各学部　　二〇三，四〇〇円
　　完成年度収支予算

　　　総収入　四七六，〇〇〇円　 内訳　高等学院　一四五，六〇〇円
　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　各学部　　二九四，四〇〇円
　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　基本利息　　三六，〇〇〇円
　　　総支出　四七〇，九八五円　 内訳　高等学院　一五七，三八五円
　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　各学部　　三一三，六〇〇円」。

この数字の範囲内で機械的に計算してみれば，初年度の総収入２７万５００円か

ら総支出２６万６千７６２円を引くと単年度収入超過額は僅か３千７３８円である。

また，完成年度の場合，その収入超過額は５千１５円である。上記の「参考

書」における収支予算の編成においては昔も経営の観点から収支の過小・

過大見積もりといったある種の操作がなされているかもしれない。しかも

その操作された数字が相当に幅広いかも知れない。しかし，仮にそうであ

るとしても，供託金５０万円の準備は，一時的に相当額の借入金に頼るか寄

附金収入に頼る以外には，相当の年月を必要とする計算になる。なぜなら，

早稲田大学の場合，この５０万円という金額は，学生定員数が充足されたも

のとして計算された完成年度予算における総収入額からして，その比較の

意味をなさぬ程の金額である。

　そこで，次に上記の供託金の負担度を推し量る方法として，これを現在

の価額に換算してとらえてみる。その際，換算の目安として，同じく早稲

田大学の大学受験料と授業料を用いる。

　先ず受験料の場合について，入手できた資料によれば１１），１９２０（大正９）

年の受験料は４円，１９９５（平成７）年のそれは３万５千円である。した

がって受験料は，これを機械的に計算すると１９２０年から１９７５年の７５年間に

８,７５０倍になったことになる。この比率を推計する二つ目の材料として同大

   １１）　日本新聞連名編集『日本の物価と風俗１３０年のうつり変わり－明治元年～平成７

年』，日本新聞連盟，１９９７年，５８０頁。
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学の授業料についてみると，同じく１９２０年のそれは７５円，１９９５（平成７）

年の授業料は７０万円である。したがってこの授業料も上記の７５年の間に約

９,３００倍に達したことになる。

　したがって，この２つの目安に照らす限り，１９２０（大正９）年段階の授

業料や受験料の価額は，その倍率を大ざっぱに８,０００倍から９,０００倍として

計算すれば１９９５（平成７）年段階の価額としてとらえることができる。そ

うすると，供託金５０万円は，１９９５（平成７）年段階の価額としてはおおよ

そ４０億円から４５億円と見積もられる。この金額は，２００７年の現在，筆者が

勤務する学生総数約６,０００人規模の大学の単年度消費収支予算に照らしてみ

ても，大規模の学校債を起こすか市中金融機関からの借入金に頼る以外に

は，短期間での調達は全く不可能である。供託金の「分割払い」はこのよ

うな事情から措置されたのであろう。

　一般的に考えて，上記供託金の金額がどのようであれ，また当該大学の

学生数・授業料等の規模がどのようであれ，その経常収支における主たる

収入源をもっぱら授業料・入学金に依存している場合，私立大学の運営に

多少なりともかかわった経験を持っている人であれば，調達すべき金額が

当該大学の単年度の消費収支予算上の総収入を超える額の経費の負担がど

のようなものかは容易に理解できよう。

（２）　単年度収支予算規模と分割払い制の供託金額

　供託金の財政負担の程度を推し量る別の目安として，次に上記の供託金

５０万円が５年ないし６年の分割払いの場合に当該財団法人にかかる負荷に

ついて考えてみる。

　この事例として同じく上記の早稲田大学における単年度収支予算規模と

分割払い単年度分を取り上げて称量してみる。早稲田大学の場合，「完成年

度総収入」は４７万６千円，これに対して「単年度分割払い供託金」は１５万

円であり，これはその総収入において約３２％を占める。また，年度分割払

いの場合の単年度負担は，これを１５万円とすれば，上述の１９２０年から１９９５

年に至る間の授業料等の倍率でみれば，１２億円から１３億５千万円と当然の
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ことながら相当に軽減される。しかも，日本大学の資金調達方法にあった

ように券面の額よりもはるかに低い実勢価格の株券の購入によれば，一層

財政負担は軽くなる。しかし，それにしても大学としての発足後， ５年な

いし６年の間に総額数十億の資金調達が必要となることには変わりない。

これが大変な負担であることは多言を要しないと思う。

　ちなみに，当時の財団法人が現金で所有していた財産はどのようであっ

たか。上記事例３校のうち，日本大学の場合，開校３０周年記念に当たる

１９１８（大正７）年に資金募集活動を立ち上げたことは既に述べたが，その

際の「資金募集趣意書」には，不動産の時価見積もり価額としての財貨を

のぞけば，「大正６年度」同大学の動産保有額は７万３千２６４円に過ぎな

かったことを付記しておきたい１２）。

　なお，過去の時代の経済的価額を現代のそれに換算し称量しようとする

場合，例えば日常品としての米，塩や切手などの価額，あるいは別のなん

らかの公共料金などの中から，相対的に合理性・妥当性が高いと判断でき

る指標をもって試算し推計の傍証をとることも必要であるし，またもし可

能であれば時系列的な変数をも組み入れた緻密な方法を用いた推計が必要

なことも言及するまでもない。この意味に照らして言えば，上述の「基本

財産の供託金」５０万円に関する推量は極めて乱暴とも言える。とは言え，

筆者にはこれが直ちにとんでもない非合理の仕方として即座に切り捨てる

程に無意味とも思われないのである。

２　基本財産供託への国庫補助と大学運営資金調達問題

　大正時代の「大学令」施行期において文部省や帝国議会等の大学政策の

形成・決定にかかわる機関でなされた私立学校振興・援助等に関する方策

についての論議は，これまでのところ私立学校に対する「免租」という方

策に関するものに過ぎなかった１３）。この「免租」の詳細については別の機

   １２）　前掲書，『日本大学九十年史』，４３８頁。

１３）　拙稿「戦前私立大学行政における国の姿勢」，広島修道大学人文学会『広島修 Æ
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会に譲るとして，上述の供託した基本財産への補助金問題は，当時の政府・

文部省による「私立大学撲滅策」という批判に対するある種の妥協の産物

であったと思われ，しかもその方策は極めて差別的・懐柔的なそれであっ

たと推測される。さらに，その補助金交付がその意図と性格においていか

に状況判断に立った援助でったとしても，昇格認可を得た各私立大学に

とってその財政逼迫のゆえに，これほど切実な問題はなかったと言えよう。

このことについて，以下，関西大学『関西大学百年史 通史編 上巻』及び

『関西大学百年史 史料編』に記述されている史料を中心に論及したい。

　注目を引く事柄の第一は，上記の『関西大学百年史』において取り上げ

られている１９２７（昭和２）年７月２日付「大阪朝日新聞」記事である。そ

こには「補助金をくれ 私立大學十四校から」という見出しで，補助金を

受けることができなかった同志社，専修，拓殖，関西，立命館，慈恵会医

科や駒沢など１４大学学長の連名で文部・大蔵・内閣総理大臣に宛てた陳情

が記事として掲載されている。その陳情の趣旨と内容を正確に伝えるため

に，その記事全文を引用したい。

　「慶應，早稲田等の七大学に対しては一校毎年二万五千円づゝ十ケ年

間総額二十五万円の補助金を交付されつゝあるも我等の学校に対して

は毎年の請願を容れられず文政上著しく公正を失する，歴代内閣は不

合理と明言しつゝも，財政の緊縮に藉りて各大学当然の希望を閑却し

てるのは不合理である，各私立大学にひとしく基本財産の供託を命じ

ながらその間に設ける差別を廃し，教育上の機会均等を期する現内閣

は速やかに平等の補助金交付を実現されたい」（下線は筆者）１４）。

この陳情に対する文部当局の対応として，同記事は，当時の文部省学務局

長の談話として次のように報じている。

   　 　大論集』第４７巻第２号（人文編），２００７年２月所収，２３４～２３６頁。

１４）　関西大学百年史編纂委員会『関西大学百年史　史料編』，学校法人関西大学，

１９９６（平成８）年，４８４～４８５頁。同『関西大学百年史　通史編　上巻』，１９８６年，

６１８～６１９頁。

Æ
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　「未だ大臣から何も話を聴いてゐない，そのことは文部省でも考へて

をるが，今はまだ何とも発表するまでになってゐない，たゞし七大学

のみを優遇してをるわけではない，六七年前に七大学を昇格せしめた

とき各校の基本金五十万円を供託しその額の半分すなわち二十五万円

を十年に分け毎年二万五千円づゝ補助することに取敢えず決めたもの

であって，それが引続いて今日におよんでるだけのこと，大学昇格に

伴ふ特典ではない，その当時他の大学は未だ昇格せずそのときの取決

めとは関係なく後になって昇格したのである」（下線は筆者）１５）。

この「談話」の真偽を確かめる術は無論ない。したがって新聞記事として

書かれたこの文言をどの程度信頼できるかは甚だ疑問ではある。しかし，

少なくとも１９２０年に昇格を認可された７大学にはこの補助金が交付された

という事実は早稲田大学の記録からすれば明白である。しかも，既に述べ

たように，最初の補助金交付は１９２１（大正１０）年であり，ここに紹介した

陳情と文部当局の回答が１９２８（昭和２）年とすれば，１９２１年以後６，７年間

毎年補助金交付の要請を行っていたことになる。この要請に対する応答が

上記の文部当局者の談話である。したがって，この年月の経過と当局者の

要領を得ない談話内容から，この基本財産補助が政府・文部省の一貫した

政策としての明確な論理と手法に立ったものではなかったということも明

白である。

　なお，その後「…昭和六年に至り，新に七大学が一校あたり二十五万円

の補助金を受けることに成功する。ただし，昭和六年度から十五年度まで

は毎年一万円ずつ，十六年度から二十一年度まで二万五千円ずつという分

割方式である。…年額一万円とはいえありがたい財政援助になった」１６）。

　次に，上述の基本金補助問題と密接にかかわるが，戦前の私立大学も，

今日でもそうであるように，毎年の大学運営にかかわる経常的経費に充て

るための資金調達に苦慮した。そこに，基本財産への国庫補助問題が生じ，

   １５）　同前書，『関西大学百年史　史料編』，４８５頁。同前書，『関西大学百年史　通史

編』，　６１８～６１９頁。

１６）　同前書，『関西大学百年史　通史編』，６２０頁。
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さらには供託金制度そのものさえ批判の対象となっていった。収入財源の

貧弱さについて，例えば立教大学の場合，その設置認可申請書において，

大学運営経費に充てる資金調達の方法として次のように説明している。す

なわち，運営資金は，基本財産供託の初年度である「大正十一年度」以後，

毎年の同基本財産の利子，授業料，入学金，雑収入と亜米利加聖公会伝導

会社からの補助金をもって充てる１７）。しかし，供託した基本財産の運用は

当該財団の手中にはないため，多くの大学はその財政運営に一層難渋した。

　この点に関して，『関西大学百年史』は大変興味を覚える史料を掲載して

いる。それは「大阪時事新報」という，いわゆる地方紙の１９３０（昭和５）

年１０月２５日付「時論」である。その趣旨について，やや長くなるが，筆者

なりにポイントと思われる部分を抜粋して引用すれば，おおよそ以下のよ

うである（下線は筆者）１８）。

　「…官立学校に在りては，歳出金額数百万円に上る各帝国大学及び百

万円台の各単科大学は，其歳出の半額以上をば国費を以て弁じ，…然

も大学，専門学校を通じ官立学校の授業料は，其学校の経費中一割以

下を弁ずるに過ぎず，公立の大学，専門学校も亦略々これに準ずる経

営状態である。然るに私立学校に在りては，…官学に於て歳出の半額

乃至七八割を政府支出金に依って弁ずるに反し，其経常収入は授業料

を最多額とする現状であるから，私学の経営難は此一事を以ても明白

である」，

　「斯の如く私学の助成保護に就いて無関心且つ無力なる政府が，其反

面に於て，私立の大学及び高等学校に対し，重大なる経済的負担を課

し，間接に其経営難を甚しからしめてゐるのは供託金の制度である。

即ち大学令第七条及び高等学校令第五条に於て，…基本財産を供託す

可き旨が規定され，現に二十四の私立大学及び四つの私立高等学校よ

り総計約一千六百万円の供託金を徴してゐるのである」，

　「私学の基礎確立を期し，其濫設を防ぐのが，供託金制度の目的なら

   １７）　立教学院百二十五年史編纂委員会『立教学院百二十五年史　資料編第１巻』，立

教学院，１９９６年，２７８頁。

１８）　同前書，『関西大学百年史　史料編』，４８５～４８７頁。
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んなれども，今の私立学校経営難の実状にては，敷地，校舎，運動場

等の不動産に，多額の資金を固定せしめた上に，五十万円以上の資産

を供託することは，歴史あり名声ある私学にても非常に苦痛とする所

であって，各私学の資産中の巨大なる部分を占むる供託金を，私学の

自由に使用し得ぬことは，其経営上の不便を一層甚しくしてゐるもの

である」，

　「否供託金の捻出に無理算段し遣繰に疲れて，設備改良，良教員充実

等，私学振興の根本条件には手の届かないのが，私立大学に共通なる

実状なりとすれば，此経済的桎梏を撤廃することは，先ず私学振興の

先決問題でなければならない」。

この「時論」は，次のような一文で締めくくられている。

　「…最大財源たる授業料に対しては，既に昨年の早大，本年の日大の

如き値下要求の学生騒動起り，私学の経営難は一層加重せらるる今日，

現に私学の経済的自由を束縛せる供託金は速に私学に返付す可きもの

である」。

ここに主張されているような意見がその後の私立大学への財政援助等に向

けてどの程度の影響を与えたかなどについても，筆者の努力不足であるが，

未だこれを把握できるような材料は見つからない。それにもかかわらず，

筆者にはこの主張に含まれている私立大学の実状に関する限り，今日の私

立大学財政の一般的問題状況に照らしてみると，的を射ているように思わ

れる。また，第二次世界大戦の敗戦に至るまでにこの供託金が返還されな

かったことだけは事実のようである。

　先にも取り上げた『関西大学百年史 通史編 上巻』は次のような一文を

載せている。

　「これらの公債は，戦後，本学に返還された。その受領にあたった本

学会計課，…（課員名省略）…は『日本銀行大阪支店に出向き，リュッ

クサックにつめこんで帰ってきた。とにかくぼう大な量の債券であっ

た』と語っている。この苦心の供託金も，戦後のすさまじいインフレ
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の前には，さしたる値打ちはなかった」１９）。

Ⅵ　戦前大学設置（昇格）認可行政における 

私立大学の財政負担　　　　　　　

　大正期，１９１８年の「大学令」以後，官学を中心とした大学制度の整備と

大学の量的拡充に向けて本格的に動き出した国は，勅令・省令等によって，

私立大学をその政策・行政対象として位置付け，先ず私立大学の設置（昇

格）認可行政に着手した。そこにおいては，設置（昇格）認可の厳しい「基

準」を設定し申請する財団法人に対して，その「基準」たる条件整備のた

めには過酷とも表現できる程の財政負担を課した。さらに，国が認可後の

私立大学に対する監督のために創出した行政権限は強大であった。

　戦前の，この政府の大学政策・行政の根底を貫く思惟は，極めて単純化

して言えば，私立大学に対して，国の社会的諸制度の「近代化過程」に寄

与する大学制度において正規の大学としての形式上の地位を与えつつ，そ

れゆえにこそ実質上「…国家的目的に沿うように統制を加えることができ

る」１）対象として位置付けるというものであった。したがって，この限りに

おいてのみ私立大学は「…あくまでも国家による大学設置原則の例外とし

て認められるものという論理構成」２）のもとに存立を許された高等教育機

関であった。国の私立大学政策・行政がこのような観念ないし発想を土台

として始動したものではあったが，「専門学校令」下の私立「大学」は国の

大学制度における正規大学としての地位の獲得に突き進んだ。

　しかも，その地位の獲得のために充足すべき条件は「私立大学撲滅策」

とも評される程過酷なものであった。そのため，政府が過重な財政負担を

課した方策に対して強い批判がなされ，これに対する状況判断から，政府

は，私立大学を上述のような地位に留めつつ，供託金の「分割払い」・「補

   １９）　同前書，『関西大学百年史　通史編　上巻』，６１７頁。

 １）　国立教育研究所『日本近代教育百年史』５学校教育，文唱堂，１９７４年，４３６頁。

 ２）　同前書，３１８頁。
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助」といった措置を取らざるを得なかったと思われる。

　さらに言えば，この最初の国庫補助は昇格を認め私立大学８大学中，東

京に存立していた７大学に対してのみ１校当たり供託金の半額に当たる２５

万円を１０年割賦で援助するという方策であった。この措置は，１８７２（明治

５）年以後，中央教育行政機関の教育政策における「官私的差別」という

政策史的風土を土台とし背景としつつ，「私学間差別」・「私学間競争」によ

る統制機能を働かせたそれである。筆者は，以上のような国の私立大学政

策・行政に，今日に継続する私立大学政策につきまとっている問題の史的

源流を見る。

　この戦前の私立大学に関する行政施策は，大学制度問題の社会的問題化

へと波及する危険性を防止するための，ないしその波及を緩衝するための

装置（対象）として位置づけた私立大学の「役割」を最大限発揮させる機

能を持たせたそれである。

　最後に，本小論において使用した資料の一部については，本学商学部教

授 落合 功氏にご教示いただいた。厚くお礼を申し上げたい。


